
ケアホーム  イエール真栄 運営規程  
  
（事業の目的） 

第１条 医療法人社団五風会が設置するケアホーム イエール真栄（以下「事業所」とい

う。）が行う指定共同生活援助の事業の適正な運営を確保するために人員及び管

理運営に関する事項を定め、利用者に対し、適正な指定共同生活援助等を提供す

ることを目的とする。 
  
（運営の方針） 

第２条 次に掲げる方針に基づき、指定共同生活援助等を提供するものとする。 
 

１ 指定共同生活援助の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生 
  活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況 

並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談その他の日 
常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 自らが提供する指定共同生活援助等の質の評価を行い、常にその改善を図る 
ものとする。 

３ 事業所は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、地域や家庭との結びつ 
きを重視し、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サー 
ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

４ 利用者の人権の擁護、利用者に対する虐待の防止等のため、次の措置を講ず 
るものとする。 

イ 1 カ月 1 回の連絡会議、アセスメント会議時に人権擁護や虐待防止、成年後 
見制度、苦情解決等の従業員研修と体制整備を行う事とし、責任者を置き 
対応するものとする。 

 
（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 
（１）名 称 ケアホーム イエール真栄 
（２）所在地  札幌市清田区真栄６条１丁目１番１号  

 
（共同生活住居の名称、所在地、入居定員及び主たる対象者） 

第４条 事業所の共同生活住居の名称、所在地、入居定員及び主たる対象者は次のとお 
りとする。 
 



名称 所在地 入居定員 主たる対象者 

ケアホーム 
イエール真栄 

札幌市清田区真栄６条１丁目１番１号 10 人 
知的障害者 
精神障害者 
身体障害者 

 
（定員の遵守） 

第５条 事業所は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させないものとする。ただし、 
災害その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 

  
（従業員の職種、員数及び職務内容） 

第６条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 
 
（１）管理者 １名（常勤・兼務） 

管理者は、従業員及び業務の管理を一元的に行う。 
 

（１） サービス管理責任者 １名（常勤・兼務） 
サービス管理責任者は、次の業務を行う。 
ア 次条に規定する共同生活援助計画等の作成等に関すること。 
イ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対 

する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障 
害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

ウ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立し 
た日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した 
日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行 
うこと。 

エ 指定共同生活援助の提供に当たって、利用者について、指定自立訓練（生 
活訓練）事業所、指定就労継続支援（Ａ型）事業所又は指定就労継続支援 
（Ｂ型）事業所等との連携及び調整並びに余暇活動について、利用者が自 
立した社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。 

オ 他の従業員に対する技術指導又は助言を行うこと。 
 

（２） 世話人 6 名（常勤・専従 3 名、兼務 2 名、非常勤・専従 1 名） 
世話人は、食事その他の家事、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活

上の援助を行う。 
 

 



（４） 生活支援員 １名（常勤・兼務） 
生活支援員は、入浴、排せつ及び食事等の介護その他の日常生活上の援助を 
行う。 

  
（共同生活援助計画等の作成等） 

第７条 管理者は、サービス管理責任者に共同生活援助計画等の作成に関する業務を担 
当させるものとする。 

２ 共同生活援助計画等の作成に当たっては、適正な方法により、利用者につい 
て、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評 
価を通じて利用者の希望する生活や課題を明らかにし、利用者が自立した日 
常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の把握をす 
るものとする。 

 ３ 前項に規定する適切な支援内容の把握（以下「アセスメント」という。）に当 
たっては、利用者に面接して行うものとする。この場合において、サービス 
管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るもの 
とする。 

    ４ サービス管理責任者は、アセスメントの結果に基づき、利用者及びその家族 
の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるため 
の取り組み課題、指定共同生活援助等の目標及びその達成時期、指定共同生 
活援助等を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画等の原案 
を作成するものとする。この場合には、当該事業所が提供する指定共同生活 
援助等以外の福祉サービス等の利用も含めて共同生活援助計画等に位置付け 
るよう努めるものとする。 

 ５ サービス管理責任者は、共同生活援助計画等の作成に係る会議（利用者に対 
する指定共同生活援助等の提供に当たるサービスの担当者等を招集して行う 
会議をいう。）を開催し、前項に規定する計画の原案の内容について意見を求 
めるものとする。 

    ６ サービス管理責任者は、第４項に規定する共同生活援助計画等の原案の内容 
について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得 
るものとする。 

 ７ サービス管理責任者は、共同生活援助計画等を作成した際には、当該共同生 
活援助計画等を利用者に交付するものとする。 

 ８ サービス管理責任者は、共同生活援助計画等の作成後、少なくとも６月に１ 
回以上定期的に、共同生活援助計画等の実施状況の把握（利用者についての 
継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて共同生活援助計画等の 
変更を行うものとする。 



 ９ 前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たって 
は、利用者と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定 
めるところにより行うものとする。 
（１）定期的に利用者に面接すること。 
（２）定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第１項から第７項までの規定は、第８項に規定する共同生活援助計画等の変 
更について準用する。 

  
（指定共同生活援助の内容） 

第８条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は次のとおりとする。 
（１）利用者に対する、調理その他の家事、生活等に関する相談及び助言並びに就労 

先その他関係機関との連絡その他の日常生活上の必要な援助 
  
（利用者から受領する費用の額） 

第９条 指定共同生活援助等を提供した際は、利用者から、当該指定共同生活援助等に 
係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 法定代理受領を行わない指定共同生活援助等を提供した際は、前項に掲げる 
利用者負担のほか、利用者から、障害者総合支援法第２９条第３項に規定す 
る介護給付費又は訓練等給付費の額の支払いを受けるものとする。 

     ３ 事業所は、指定共同生活援助等において提供される便宜に要する費用のうち、 
利用者から、次の費用の支払いを受けるものとする。ただし、実費相当額が 
次に掲げる金額を下回った場合は、当該実費相当額とする。 

            また、利用者が生活保護受給者或いは市町村民税非課税世帯の者で、市町 
村から家賃の一部を特定障害者特別給付費として支給される場合は、その額 
を控除した額とする。 

 
       ケアホーム イエール真栄   

1 家賃   1 か月当たり 36,000 円 
2 ガス・水道代 1 か月当たり 3,300 円（電気代は個別請求） 
3 食材費  朝食 450 円 昼食 650 円 夕食 700 円 
4 共益管理費（光熱費等共用室維持費・購読料・ランドリー等設備使用料・

共用部分清掃料・除雪等含む）1 か月当たり 16,000 円 
5 冬期暖房費 1 か月当たり 5,000 円（10 月~3 月） 
6 備品リース費 1 か月当たり 2,000 円（利用者のみ） 
7 敷金 72,000 円 

  



４ 前３項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対 
し交付するものとする。 

５ 第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者 
に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を 
得るものとする。 

  
（入居に当たっての留意事項） 

第 10 条 入居に当たって以下の事項について留意することを利用者に説明すること。 
  １．共同生活を営むことに支障がないこと。 
  ２．自傷他害の恐れがないこと。 
  ３．入居時点において医療機関での入院による治療を要しないこと。 
  ４．利用者は努めて健康に留意すること。 
  ５．健康状態に異常がある場合はその旨申し出ること。 
  ６．食堂等入居者が共同で使用する場所は本来の目的に従い使用すること。 
  ７．食事、その他家事などには、可能な限り協力すること。 
  ８．定められた場所以外及び時間以外、喫煙および飲酒をしてはならない。 
  ９．けんか、口論、泥酔等他人に迷惑をかけてはならない。 
  10．外出、外泊、医療機関の受診、入院の際はその旨申し出ること。 
  11．居室には利用者本人以外の者を滞在させてはならない。特に必要がある場合には、 

その旨を管理者に予め申し出ること。 
  12．第 12 条に定める非常災害対策に可能な限り協力すること 
 
（緊急時等における対応） 
 第 11 条 事業所の従事者は、利用者の日常の様子に注意を払い、病状および様態急変が 

あった場合には、速やかに医療機関ならびにご家族に対し連絡を行う等の必 
要かつ適切な措置を講じるものとする。 

    ２ 緊急時の連絡先 
      （１）職員事務室 ０１１－８８５－６４００ 
      （２）管理者携帯 ０７０－２４２７－９１７２ 
 
（非常災害対策） 

第 12 条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、 
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡 
体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知するものとする。 

２ 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を 
行うものとする。 



     ３ 緊急時の連絡先 
      （１）職員事務室 ０１１－８８５－６４００ 
      （２）管理者携帯 ０７０－２４２７－９１７２ 
 
（虐待の防止のための措置に関する事項） 
 第 13条 利用者の人権の擁護・虐待防止のため、次のとおり体制を確保するものとする。 

事業所は、利用者の人権擁護、及び虐待防止のため、虐待防止委員会を設置す

るものとする。 
（１）委員会は随時招集を行い、研修計画の策定を行う。 
（２）研修計画に基づき、全ての従業員に対して定期的（新規採用時及び年 1 回

以上）に虐待防止のための研修を実施する。 
（３）虐待防止委員会の委員長は事業所の管理者が就任する。 

２ 従業員は、当該事業所の従業員又は養護者（家族・親族など利用者を現に養護

する者）により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこ

れを市町村に通報する。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が

行う調査等に協力する。 
（身体拘束の禁止） 
 第 14 条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身

体を保護するために緊急その他やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他

の利用者の行動を制限する行為（以下、「身体的拘束等」という。）を行わない。 
    ２. 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急その他やむを得ない理由など必要な

事項を記録する。 
 
（その他運営に関する重要事項） 

第 15 条 従業員の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を確保するものとする。 
     （１）採用時研修 採用後１カ月以内 
     （２）継続研修  年２回 

２ 従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を 
漏らしてはならない。 

３ 事業所の従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又 
はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業員でなくなった後についても、 
これらの秘密を保持するべき旨を従業員との雇用契約の内容とする。 

４ 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 
５ 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助等の提供に関する次の各号に掲げる 

記録を整備し、当該指定共同生活援助等を提供した日から５年間保存するものと 



する。 
（１）共同生活援助計画等 
（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 
（３）市町村への通知に係る記録 
（４）身体拘束等の記録 
（５）苦情の内容等の記録 
（６）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

６ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団五風会と事 
業所の管理者との協議に基づいて定める。 

 
（地域との連携等） 

第 16条  事業所は、共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその代表者等との 

交流を行うとともに、運営の透明性を確保し、地域社会との連携及び地域福祉

の向上に努めるものとする。 

２.  事業所は、地域連携推進会議を実施し、年１回以上、事業所の運営状況を報告

し、地域住民等からの意見・助言を聴取する。 

３.  前項の会議で得られた助言や評価を議事録としてまとめ、市町村に提出すると

ともに、利用者や関係者に公表する。 

 
 附 則 
 この規程は、平成２５年３月１５日から施行する  

平成２５年 ４月 １日改定 
平成２６年 ４月 １日改定 

 平成２７年 ４月 １日改定 
 平成２９年 ４月 1 日改定 
 平成３０年 ４月 １日改定 

平成３０年 ５月 1 日改定 
平成３１年 １月 １日改定 
令和 １年 ５月 １日改定 
令和 ２年 ４月 １日改定  
令和 ８年 ４月 １日改定 


